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１．総則

　事業所内で方針を決定する。

１．１　目的

　本計画は、新型コロナウイルス感染症の感染者(感染疑いを含む)が事業所内で発生した場合におい
ても、サービス提供を継続するために当事業所の実施すべき事項を定めるとともに、定めた実施事項
を平時から円滑に実行できるよう準備すべき事項を定める。また、新型コロナウイルス感染症と同等の
感染症と認められたときにも当計画を準用する。

１．２　基本方針

本計画に関する基本方針を以下のとおりとする。

①利用者の安全確保：
利用者は重症化リスクが高く、集団感染が発生した場合、深刻な被害が生じるおそれがあることに留
意して感染拡大防止に努める。

②サービスの継続：
利用者の生命、身体の安全、健康を守るために最低限必要となる機能を維持する。

③職員の安全確保：
職員の生命を守り、生活を維持しつつ、感染拡大防止に努める。
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２．平常時の対応

　対応主体の決定、計画のメンテナンス・周知、感染疑い事例発生の緊急時対応を見据えた事前準備
を、下記で実施する。

２．２　対応事項

（１）体制構築・整備①

●全体を統括する責任者：〇〇〇〇
　　　　　　　　　　　代行者：〇〇〇〇

【様式1】
参照

（１）体制構築・整備②

●報告ルート、報告方法、連絡先等を事前に整理しておく。 【様式2】
参照

（２）感染防止に向けた取組の実施

（２－１）新型コロナウイルス感染症に関する最新情報（感染状況、政府や自治体の動向等）
の収集

●管理者が情報収集と事業所内共有を行う。（感染状況、政府や自治体の動向等）

●必要な情報は、事業所内で共有・周知する。

（２－２）基本的な感染症対策の徹底

・利用者、職員は日々健康管理を実施し記録する。感染が疑われる場合には即連絡する。
・事業所入口に消毒液を置き、事業所内に入る時は職員全員が手指の消毒を行う。
・定期的にテーブル、手摺、ドアノブ、照明スイッチなど多くの人が触れる箇所の消毒を行う。
・窓開け、機械換気などで換気を行う。

（２－３）職員・利用者の体調管理

（●職員、利用者・利用者の日々の体調管理を行う。） 【様式3】
参照

（２－５）緊急連絡網を整備する

（３）防護具、消毒液等備蓄品の確保する

【補足4】
【様式6】
【様式2】

参照
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（４）研修・訓練の実施

（４－１）業務継続計画（BCP）を関係者で共有する

（４－２）業務継続計画（BCP）の内容に関する研修

●以下の研修を実施する。
・時期：入職時　及び毎年　月
・担当：
・方法：ＢＣＰの概念や必要性、感染症に関する情報を説明する。

（４－３）訓練（シミュレーション）

●以下の訓練(シミュレーション)を実施する。
・時期：毎年　　月
・担当：管理者等
・方法：感染者の発生を想定し、ＢＣＰに基づき、役割分担、実施手順、人員の代替え、物資調達の
　　　　 方法の確認などを 机上訓練及び実地訓練を実施する。

（５）BCPの検証・見直し

●以下の活動を定期的に行い、毎年　月にＢＣＰを見直す。
・ＢＣＰに関連した最新の動向を把握し、ＢＣＰを見直す。
・研修、訓練を通じて得た疑問点や改善すべき点についてＢＣＰを見直す。
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